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平成２５年度 城東区区政会議 地域防災部会（1月） 

                             

日時：平成２６年１月１７日 

開会 １９時００分 

 

○安倍課長 

定刻になりましたので、ただ今から平成２５年度城東区区政会議地域防災部会を開催させて

いただきます。私、本日の司会を務めさせていただきます、総務課長の安倍でございます。

どうかよろしくお願いしたいと思います。 

 区政会議委員の皆様方におかれましては、昨年１１月１２日の部会で活発な御議論をい

ただきまして、また、この新年のお忙しい中、御参加いただきまして、まことにありがと

うございます。本日もよろしくお願いしたいと思います。 

 次に本日の手話通訳の方を御紹介させていただきます。手話通訳を担当いたしますのは

「城東区手話サークルひだまり」の皆さんでございます。山元様と和田様でございます。

よろしくお願いしたいと思います。 

 委員の皆様におかれましては、御発言に当たりまして、マイクを通して少しゆっくりめ

に話をしていただければ幸いかと思っております。マイクのほうは区の職員が自席までお

持ちさせていただきます。なお、本日は公開の会議ということでございますので、報道機

関の方に写真撮影を許可しております。また、議事録を作成する必要がございますので、

会議を録音させていただいておりますので、御了承の程よろしくお願いしたいと思います。

それでは、早速開会してまいりたいと思います。まず、城東区長の細井から御挨拶を申し

上げます。 

○細井区長   

皆様、明けましておめでとうございます。新年御多忙のところ御参加いただき、まこと

にありがとうございます。また、平素は大阪市政並びに城東区政に御理解、御協力を賜り、

感謝申し上げます。城東区は去年の４月に区制７０周年を迎えました。今年度はさまざま

な記念行事も開催し、皆様には格別の御協力をいただいておりますことを感謝申し上げま

す。委員の皆様には区政会議が新しい制度、任期期間を迎えましてから、１０月に本会、

１１月に部会と真摯な御議論をいただきました。このたび、再度１月部会を開催させてい

ただきますが、開催趣旨などは後ほど御説明させていただきます。皆様には数回にわたり

御足労いただき、まことにありがとうございます。地域防災部会では防災・防犯に関する

御意見をいただくこととしておりますが、先日１４日に開催されましたまちづくり部会で

も、大阪府防災会議において、公表された南海トラフ巨大大地震に係る津波浸水想定など

に関して、市・区の対処方法についての意見が出ました。後ほど概略や現状につきまして

も御説明申し上げます。また、本日は大阪市総合震災訓練として南海トラフ巨大地震を想

定、参集訓練や区災害対策本部設置運用訓練などを実施しました。しかし、防災は区民の

皆様の御協力なくして語ることはできません。私は城東区長として２年目を迎えておりま

すが、南海トラフ巨大地震対策を始めとする防災・減災対策の推進、地域全体で考える支
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え合う地域福祉システムの構築、区の都市魅力資源である城北川のブランド化を推進し、

愛着のある活気にあふれたまちづくりを重点的に進めてまいります。区政会議は、区民の

皆様と意見交換しながら、区政運営に取り組むことを趣旨として開催させていただくもの

でございます。皆様の一層のお力添えを賜りながら区民一人一人が輝き、活気にあふれ、

まちが輝き、愛着のある「輝く城東区」を目指し区政運営を進めてまいりますので、本年

も引き続きよろしくお願い申し上げます。 

○安倍課長 

 それでは皆様のお手元の資料をごらんいただきたいと思います。次第を１枚めくってい

ただきますと、委員名簿を御用意させていただいております。御参照いただきたいと思います。

前回１１月の部会の開催から、委員の方の変更などございませんので、今回の委員の御紹介に

つきましては、省略させていただきたいと思います。なお、お手元にお配りしております資料

２の配席表でございますが、欠席をされています委員の方がおられます関係上、この配席を変

更しておりますので、本日お座りいただいている場所が変更しておりますので、御了承いただ

きたいと思います。 

 続きまして、本日の区政会議に御出席いただいております市会議員の皆様を御紹介させてい

ただきます。 

 ホンダ議員でございます。 

次に、関係者としまして、本日は城東消防署の本田署長様にも御出席いただいております 

○安倍課長  

最後に、区役所の出席でございますが、副区長の末永でございます。 

○末永副区長   

末永です。よろしくお願いいたします。 

○安倍課長  

 なお、防災担当を行っております渡邉課長、また長田課長代理を中心としまして、本日

区役所から課長、課長代理が出席しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

それでは、議事に入ります前に、本日お手元に配付させていただいております配付資料の

確認をさせていただきます。まず、次第です。防災部会１月と書いた次第、それと別紙１、

部会名簿ということで、ホッチキスどめ２枚のものが一つです。それと別紙２ということ

で配席表をつけさせていただいております。それと資料１ということで、平成２６年度城

東区運営方針、「素案」をペンで消しまして、「案」ということで、下にアンダーライン

を引いているかと思いますが、案ということで、用紙つけさせていただいております。こ

れもホッチキスどめでございます。それと次に地域防災計画改訂条例制定スケジュール

（案）という分は、これはゼムクリップでとめている、その分がついているかと思います。

あと最後に資料２としまして、防災部会への御意見シートということで、１枚つけさせて

いただいております。 

 皆さん、以上でございますが、お手元にございますでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○安倍課長   
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それでは次に、これまでの経過に関します説明を、総合企画担当の奥野より行います。 

○奥野課長   

総合企画担当課長の奥野でございます。よろしくお願いいたします。では、座って御説

明させていただきます。経過説明でございます。本日の部会の開催の趣旨でございます。

本日の部会は防災・防犯について集中的に意見を申し上げる、意見をお伺いする部会とな

っておりますが、前回の部会において御意見いただきました内容について、区で集約して

次の本会、２月に予定されています本会で意見を共有するということで、平成２６年度区

運営方針（案）として提案させていただくということに当初しておりましたが、なおこの

間、いろいろな議論を重ねるということもございまして、これまでの区政会議の意見、な

ど、あるいはまた、より明確にするということもございまして、先日送らせていただきま

したのは１１月１５日付の素案でしたけども、かなりブラッシュアップいたしまして、今

回はその先日送らせていただいた部分との変更点をわかりやすく示しながら、案というこ

とで、今回お示しさせていただいております。そういった形で、今現在その途中として、

平成２６年度城東区運営方針（案）としての確定する作業を行っております。その策定過

程におきまして、より深い御議論をいただくため、今回、再度部会を開催させていただく

こととなりました。経過の説明は以上でございます。 

○安倍課長   

それでは、議事に入りたいと思います。本日の次第ですが、平成２６年度城東区運営方

針（素案）に関する御説明と、前回いただきました御意見への回答と、運営方針への反映

状況を２０分程度で御説明申し上げ、その後、地域防災に関する皆さんの御意見をいただ

きながら、議論を８時半をめどに進めていただき、延長、長引いたとしても、９時には終

了していただけたらというふうに思っております。それでは、議事進行を部会長の髙木委

員にお願いしたいと思います。 

○髙木部会長   

はい。皆さんこんばんは。部会長を仰せつかりました髙木でございます。何分不慣れで

ございますのですが、皆さんの協力を得まして、議事がスムーズに進展しますよう、よろ

しく協力のほどお願いいたします。座ったままで失礼します。それでは、議事に入ります。

事務局、議題に関する説明をお願いいたします。 

○渡邉課長   

市民協働課長、渡邉でございます。平成２６年度城東区運営方針（案）と前回いただきまし

た御意見に関する運営方針反映状況について説明させていただきます。座らせていただきます。

お手元の資料１というのをごらんいただきまして、これを１枚めくっていただいた裏に、その

経営課題１、災害に強く、犯罪の少ない安全なまちというところをごらんいただきたいんです

けれど、よろしいでしょうか。ちょうど表の裏面になります。本日はこちらのところを重点的

にご提案させていただきたいと思っております。改めて、経営課題１、災害に強く、犯罪の少

ない安全なまち、目指すべき将来像が左のところ、一覧のところですが、災害発生時に自らの

命を守る「自助」と、近隣住民同士が助け合う「共助」の力を充実させ、災害に強く、地域・

警察と連携協働し、犯罪の少ない安全なまちということでございまして、まずその右側、１－
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１地域防災力の向上ということで、防災に対する住民意識の向上と、自助・共助を基本とする

地域防災力の向上ということでございまして、戦略のところはポイントだけ申し上げますと、

高齢者・障がい者等の災害時要援護者の支援、また、そのための要援護者も参加した形の防災

訓練、また、区の地域防災計画の改訂版の作成ということで、災害時の垂直避難ビルの確保

等々、また、地域の皆様との連携ということでの、区内の事業所さんに対する協力依頼とか、

また各地域の特性を踏まえた防災訓練や災害図上訓練、自助・共助の取り組みの促進というこ

とで、それをもうちょっと具体的にしたところが、右の具体的取り組みということでございま

して、災害時要援護者の支援、自立支援施設を拠点と、ちょっと拠点６カ所というのを、前回

からかえさせてもらっていますけれども、高齢者福祉施設の福祉避難所というのを機能させる

ための一部福祉の配分ということと、先ほど申し上げました要援護者も参加した防災訓練、１

－１－２で、地域の実情に即した防災力の向上ということで、地域住民の皆様とともに高所避

難とか、また初期消火救助の協力依頼、また、防災マップへの反映ということで、今回、情報

の共有だけでなく発信ということも加えさせていただきまして、地域での防災訓練の促進とと

もに、また、区の防災訓練、今年度は蒲生中学のところで、全中学生参加ということもござい

ましたけれども、若年層の参加、また、津波避難訓練ということを入れております。また、１

－１－３で、津波避難ビルの指定にかかる表示板の設置。これによりまして、地域防災力を高

めるとともに、要援護者支援を含めていくということでございます。また、下のほう、犯罪の

少ない安全なまち、こちらのほうでございますけれども、こちらのアウトカムとしましては、

犯罪発生率の低さで５年後までに１位をめざすということでございます。これはもちろん地域

及び警察の連携と、特に小学生の登下校時の安全確保、パトロールの広報活動ということで、

１－２－１、具体的取組につきましては、防犯ブザーの配布、子どもたちに防犯ブザーを持っ

てもらうということと、１－２－２、子ども見守り隊との連携で、また、安全パトロール、ま

た青色防犯パトロールを巡回、最後の１－２－３のところで、防犯カメラの設置ということで、

犯罪の少ない町に取り組んでいくということでございます。これが方針の大きなところなんで

すけれども、今回、前回の１４日のまちづくり部会の中でも南海トラフの巨大地震のときにど

うするのかと、大体、市、城東区はどうするのか、まず市がどうするのかということもござい

ましたので、皆さんのお手元の別添資料でございます地域防災計画改訂条例制定スケジュール

という、ちょっと、クリップどめの資料ございますでしょうか。これのペーパー、これに沿っ

て簡単に大きなお話だけさせていただきます。こちらのところで、２５年度で国のデータ、国

がいろんな災害の想定をしているんで、そのデータを受けて、府のほうでデータを分析して、

ここ８月８日、震度分布、液状化可能性、津波浸水ということで、ここで津波の想定、被害想

定が出たんです。このときに初めて城東区の津波の浸水被害が起こるということの話出まして、

それはなぜかというと、城北川とか第二寝屋川のところの堤防がもう古いというか、昔の堤防

なので、杭が底まで行ってないと、だから液状化によって、それが崩れる可能性があるという

ことで、津波が押し寄せてくるんじゃなくて、地震が起こったときに堤防が崩れて水があふれ

ることがあるということでの津波被害想定ということでございまして、２メートルには満たな

いんですけれども、被害が出るということが、このとき出ました。こういうようないろんな大

きな想定のもとで、人的被害の想定が出たりとか、被害想定が出ていくわけですけども、これ
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につきまして、大きくは府のほうで地域防災計画、大きく府のほうで大きな地域防災計画を２

５年度末に向けて策定していくということなんですが、それと並行というか、それを追いかけ

ながら、大阪市の防災会議をつくって、その中で専門部会またＰＴなどを用いて、戦法を考え

ていくということで、今回、新聞等で御存じかもしれませんけども、１５日に大阪市防災会議

が開かれまして、その中に大きなことが２点ございます。一つは、市の地域防災計画の改定の

方向性が示されたということで、一言で言いますと、今まで市の防災計画、市が何をするかと

いうことを中心に書いていたんですけれども、市とか市民とか事業者とか、それぞれの役割を

明確化していくということが大きなイメージであります。もう一つが、公助だけでは全然対応

できないので、市民や民間業者に防災訓練の参加とか、食料をはじめとする備蓄などをしてい

ただきたいということで、防災・減災条例をつくっていこうという、この二つのお話が出てき

まして、ここの防災会議の中で大きく打ち出されたところでございます。この中で、ここに書

いていますように、防災条例の検討というのが入ります。条例の制定を２６年秋に向けて進め

るということとともに、市の地域防災計画の改定というものがございまして、この一番右のほ

う、市の地域防災会議で、市の地域防災計画の改正、ソフト、ハードの改革、条例の説明、こ

れを受けまして、また並行一番最後、区の地域防災の改正ということで、城東区の防災計画を

並行して進めていくという大きな流れになっております。ちょっと雑駁ですが、その大きな流

れの中で、個別に検討していくということにしております。あとは自由、ちょっと細かいので、

あの大きなポイントになる、これこの資料は防災会議のときに出た資料なんですけども、大阪

市地域防災計画改正の方向性についてという資料を、それが１ページもののもの、それからそ

のあと、逆でした、ごめんなさい。大阪市防災・減災条例についての資料、５ページものと、

それから大阪市地域防災計画改訂の方向性の資料をつけさせていただいていますので、またお

時間あるときに見ていただけたらなと思っております。これが防災のお話の最近の一番のトピ

ックスでございますので、お伝えいたします。それともう１点、前回の会議のときに、幾つ

か質問等、意見等ございました分、その場でお答えした分もありますけれど、ちょっと改

めてお答えしたい分がございますので、１１月１２日のときに意見があった部分で、地域

のほうでは防災リーダーとか組織つくってるんですけども、そのあたりは行政がもっとま

とめるべきじゃないのかというお話もございました。地域の組織というのは、行政の末端

組織ではございませんので、みずからのコミュニティの中でやっていくと、また、地域の

組織が発揮できるということで、当然、区役所としては支援をしていきたいと思っており

ますので、おっしゃるような自助・共助ではネットワークの拡充というのは課題だと思っ

ていますので、よろしくお願いします。それともう１点が、防犯カメラです。防犯カメラ

の効果的な活用ということで、もっとプレートを出せばいい、そういう表示をすべきじゃ

ないかと、これがいろんな意見ありますけども、例えば、防犯カメラ作動中という目立つ

ような大きさ、大きなものをつけるとか、防犯カメラ設置区域というような言い方をする

とか、それはまた地域とお話をしながら、効果的にしていきたいなと、また、御意見の中

では、ダミーの設置というのもございましたけど、一応行政としてはそれはちょっとしに

くいのかなというところで、あと３点目が、青パトの活用をもっとできるだけしていくべ

きではないかなと、地域で当然青パトを購入されて動いているところもございますけども、
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それをさらには青パトの巡視をされる方の確保が重要ということと、そのためには、所轄

の警察署で講習を受けていただくということがございますので、それを一つの促進してい

きたいなということで思っております。以上、簡単ですけども、前回の会議で出た分のま

とめをさせていただきます。以上です。 

○髙木部会長   

はい、ただいま事務局より説明がありました。それでは、これから委員の皆様方の御意

見をいただき、挙手の上、お名前を名乗って、御発言をゆっくりとお願いしとうございま

す。それでは、何か御意見ありませんか。はい、どうぞ。 

○松村委員   

公募委員の松村といいます。よろしくお願いします。分け与えた中身に入る前の段階で

の質問で申しわけないんですが、きょうのこの会議やりますっていう招集もらったときに

いただいた資料と、先ほど経過報告の中にも少し説明あったんで、ちょっとそれでは十分

理解ができなかったところがありまして、最初にもらった資料では、これ「素案」になっ

てますよね。これがきょうの資料が「素案」が消されて「案」になってますよね。これは

ちょっとどういう意味なのか、もう一つようわからないというのと、それから、同じくこ

の第３回の会議の案内のところに、運営方針最終案の策定に向けて、きょうの部会を開催

したいと、最終案の策定に向けてということは、その送ってこられたのが素案で、きょう

の資料を通して案にするのだろうと思ってたんですけど、そういうのではないということ

ですか。 

○奥野課長   

はい、ちょっと順番をもう少し説明させていただいたらよかったんですけれども、まず、

素案というのが確かにございまして、それが１１月１５日時点で公表されたというもので

ございますので、まずそれ一つの素案の完成型というふうに思っていただいたらいいかと

思います。そして、その素案について、皆様にまず御案内差し上げたということでござい

ます。それと案なんですけども、案と、おっしゃっておられる最終案というのは実は同じ

言葉というふうに考えたらいいと思います。誤解を招いた言葉でございますけど、案を今、

案というのは結局、案があって、これに向けて今度は市会で議論されるんで、最終的に案

がとれるのは４月１日なんですけども、その前段階が一つの節目になります。ですから、

節目としては、素案があって、案があって、案がとれるという３種類があるということに

なりまして、本日は案のたたき台という理解をしていただきたいと思いますので、今回素

案から、我々もまたその後時間を経ていろいろと検討したものについて、今、案という形

で、案のたたき台ということでお示ししておりますので、この案をたたき台をもとに本日

の区政会議の部会で御議論いただきまして、最終的に案としてまとめてというのを２月に、

１月の月末から２月に行いたいということでございます。ちょっと、議題に最終案という

のと、案というのがごっちゃになったり、たたき台を出したり、少し紛らわしい言い方を

させていただきましたけども、そういった御理解でお願いいたします。 

○松村委員  

 はい、わかりました。そしたら、ちょっと中身について、ちょっと意見というか、一つ
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は、避難訓練をぜひ当事者も含めてやるというような中身が示されてるかなと思うんです。

避難訓練、それはそれで大切だし、ぜひやらないといけないだろうと思うんですけど、先

日たまたまいろいろそういう災害関係の人の話を聞く機会がありまして、その方の話によ

りますと、大事なのは、神戸の震災のときもそうだったそうなんですけど、何せその震災

で亡くなるというのは、その地震が起こったそのときに亡くなる人が、亡くなる人のもう

９５％から９７％は、震災が起こったそのときに亡くなる方なんだという話があったんで

す。確かにそのとおりだなと思うんです。ですから、大切なのは、避難訓練というのは、

地震が起こって、揺れがおさまったと、さあこれから皆さん、避難しましょうという話で

すよね。でも、亡くなるのは、その震災が、地震がこう揺れて、おさまったその時点では

もう既に９７％、９８％の人がもう死ぬか生きるか、もうそこで結果が出てるという話な

んです。確かにそのとおりやと思うんです。だから大事なのは、その生死を分ける、死ぬ

前に何をせなあかんのかということを、きちっと区民や市民に理解をしてもらう。そのこ

とのほうが、どちらがいいかと言われたら、なかなか難しいところあるんですけど、避難

訓練も大事なんですけど、生き延びるために、生き残るために何をせなあかんのかという

ことで、地震の起こる前の対策、そこをきちっとしていかないと、本当の意味での震災対

策、地震対策ということにはならないんじゃないかと思うんです。具体的にはどういうこ

とかと言うと、例えば、部屋の中にいたとしても、部屋の中で何が危険なのか、部屋の中、

なかなか危険物いっぱいあるんだけども、その中でも、より安全、中でもどこにいるのが

一番安全なのか、そういうところに、気づきがいけるような、気づけるような、部屋の中

だけじゃなくて、町の中歩いてても、町の中でどこが危険なのか、どこが危険場所なのか、

どこが安全なのか、そういうその地震が起こる、起こったときに、自分がどうするのか、

どうしたら生き延びることができるのか、そういう視点での、その何と言うのかな、そう

いう視点を市民や区民に持ってもらうような啓蒙活動というのが、やっぱりその震災対策

には一番求められる対策なんではないかなと思うんで、そういうところを何かもうちょっ

とこの取り組みの中に反映させていくっていうことが大切なんちゃうかなと。揺れが終わ

った後の話は結構出てくるんですけど、揺れる前にどんな取り組みをせないかんのか、何

が大切なのか、そこをもっともっと区民や市民に知らせていく、それも具体的な提案を。

ただ、揺れが来たら大変ですので備蓄しましょうとか、ラジオ用意しときましょうとか。

それも大切なんですけど、それよりももっと自分の命を守るためにどういう視点、何が危

険で、どういうところがより安全なところなのかっていう、そういう目を見る、そういう

視点で考えられるような、そういう取り組みを、提案をずっとしていくということが大切

なんじゃないのかなというふうな思いを持ってます。以上です。 

○髙木部会長   

あの、よろしいですか私、発言させていただきます。その問題で、いろいろ区のほうの

態度でも、大阪市でも、その耐震問題、これ例えば老朽化について、工事をしてと、補強

するのに支援するというような、広報なんかにも載ってましたですよね。そういうふうな

形で、それが今言われてる、松村委員の言われた、一番最初に起きた時点で九十何％が命

を落とす。だから、なるほどそれもごもっともなんですけれども、その例えば家が壊れる。



－8－ 

それを壊れないように、耐震、家の補強をしてもらう。それは区なり、市なりが一応補助

を出してという形の分が広報とかいろんな、一般市民には伝わってるとは思うんですよ。

松村委員、それは御存じないですか。 

○松村委員   

確かに、それも大切なことだと思うんです。ただ、今、その阪神大震災以降、耐震の建

物って、古い建物は別にして、最近の建物なんかは結構耐震性が強いから、見た目はどこ

も壊れてない。だけども、その耐震の建物やというても、天井が上からドーンと落ちてく

るというのはいっぱいあるでしょう。埋め込み式のエアコンが落ちてきたりとか、そうい

うところと耐震構造とは、またちょっと話が違いまして、次元が。だから、そういう意味

で、ただ耐震構造やから絶対にもう大丈夫なんですということにはならへんのですよ。建

物は大丈夫でも、中の人たち、もうその天井が落ちてきたりして、エアコンが落ちてきた

りしてたら、それこそ建物が何ぼ耐震でしっかり建っとっても、それは中におる人の命が

どないなるかいうと、またそれは別問題じゃないかなと思うんですけど。 

○髙木部会長   

もちろんそのとおりやと思うんですが、その中に９５％と言われてる説明の中で、その

耐震によって、それが６０になる、減少する場合も多々あると思うんですよね。ただその

上からその、そういう理屈を言われれば、それは難しい面もあるんですけれども、例えば、

我々でも今やっておるんですが、タンスなんか倒れんように上、天井とのつっかい、そう

いうようなこともしてますし、私の経験いうんですか、私のおじさんが神戸の長田のほう

で大震災ですが、あったんですけれども、たまたまタンスが倒れてきて、引き出しが開い

たもんで、その引き出しのこういうふうな形になったとこでおったから助かったというこ

とで、あれがそのまま倒れてたら焼け死んでると。無論つい最近亡くなったんですけれど

も、そういうようなあれもありまして、だから、そのタンスが倒れる以前のその補強をす

るとか、そういうのはやっぱりそれぞれが心がけていかないかんのじゃないかな。そらな

るほど、こうしたらどうやとか、そういう難しい点は、果ては天井が落ちてきたり、そこ

までの耐震はちょっと考えにくいと思うんですがね。 

○松村委員   

ごめんなさい。別にそのことをしたらあかんということじゃなくって、もう少しそうい

うその何が危険で、どういうところが安全なのかっていうことを、そういう目を養う、そ

ういう啓蒙というか、そういう宣伝というのを、もっと力が入ってもいいんじゃないかと

いう提案なんで、今やってることがあかんとか、そんなこと言うつもりは全くありません

ので。ということです。 

○髙木部会長   

はい、わかりました。 

○布施委員   

公募委員の布施と申します。実は家庭内につきましては、地震を例えば一つとりますと、

右に揺れるのか、左に揺れるのかによって、家庭の中の家具の配置とかにすごく左右され

るわけです。ですから、今言われたように、つっかえ棒置いてておっても、なかなかそれ
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が役に立つというふうなわけでもないので、要は何回かのシミュレーションをやる中で、

個々に、家庭の中は個々にそれを仕上げていくというふうなことが大切になってくると思

うんです。何回か東北のほうも行かせてもらいましたし、神戸のほうでもやらせてもらっ

たんですけれども、やっぱりそこら辺は各家庭の中でのことが、やっぱり一番問題になっ

ていたように思います。ただ、どれがいいか悪いかというのは、なかなかそのときの状況

によって変わってきますので、要は、どうすればいいかということは自分らで考えると、

ただ、一つ言えるのは、一つの家庭の中で、ここだけは絶対大丈夫やというふうなものは、

シェルターをつくれれば一番いいと思うんですけれども、そのためにはかなりの金額、金

子もかかりますので、そういうふうなことが手軽にできるようなものであれば、そういう

ようなことをやると、そういうふうなことをやりもって、もう少し時間があるならば詰め

ていったらいいん違うかなと思うんですけれども。これは我々、幾ら机上で話してもわか

らないことですので、実際に訓練して、それになれていくというふうなことが大切やと思

います。 

○髙木部会長   

ほかにございませんか。 

○仲里委員   

済みません、仲里いいますけど、鯰江なんですが、先ほど委員長から、耐震工事をやっ

たらいいんじゃないかという御意見がございましたけど、なかなかこれ予算面で、一般の

御家庭で耐震工事をやるいうのは大変なんですよ、正直。そうたくさんはないんじゃない

かなと思います。盛んに言われてますけど、実際はじゃあどうかというと、耐震工事をや

ってはるおうちは少ないんですよ。私はそう思ってるんですけどね。皆さんのほうはどう

いうお考えかわかりませんが、市からの補助があるというても、わずかですわ。そんな金

額で、じゃあ各、特にお年を召された方が、じゃあそれだけの予算が出せるかと、若い方

ならまだいいかもわかりませんけど、その辺も考えていただかないと、出せる方もおるし、

出せない方もいらっしゃるわけですよ。じゃあ、補助金が出たからいいんじゃないかとい

うことにはならないんじゃないかなと、ちょっとそない思いますんで。 

○髙木部会長   

私は最終的には、やっぱり各自がね、やっぱり自分のことは自分が守るという形になろ

うかなと思うんですけどね。最終的にはその布施委員が言われたようにね。誰にも頼るん

じゃなしに、自分の命は自分が守るというのは大事だと思うんです。そういうことで服部

委員さんとか何かありませんかね。 

○服部委員   

委員長が言いはるように、やっぱり全体として考えんと、その難しいと思うんですね。

ということは、個々に言うてたら、やっぱり個々の条件が全然違いますんでね。そやから、

防災訓練をした中で啓発いうんですか、そういう形をとっていけば別段構わないと思うん

で。やっぱり全体のことでやらんと、個々で言ってたらいっこも進まないと思うんで、こ

れは。そやから、ある程度人数のまとまったいうんですか、まとまったいうんか、その大

きな課題から攻めていかんと、個々のこと言うてたら、もうほんまに時間ない言うんか、
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もうそれにばっかりかかっていたら何にもできないと思うんですよ。そういうことで、ま

あそれは先ほど言いはったように、地震が起こったら、そら初期に一番危険性のあるのは、

今言いはったように、８割とか９割とかあるでしょうけども、いつ起こるかわからないと

こまでを個々で言うてたら、全体のこと考えていかんとね、難しいと思うんですよ、それ

はね。そやから、私ら思うねんけども、こないだの雨で洪水なってきたときでも、堤防が

決壊する云々で２時ごろに、午前２時です、電話があって、行った箇所あるんですけどね。

やっぱりそういうふうな問題を攻めていかんと、難しいんじゃないかなと思います、それ

は。府の組織とやっていけば。市もそうですと、思いますけど。やっぱりそれで、ある程

度の案を持っていって、それから個々はある程度以上、自分で判断してもらう。それのた

めのパンフレット、個々に今まで持っていったはる、出してはると思うんで。それをもう

ちょっと充実させて出すというような形で整理したほうがいいんじゃないかなというのが

私の意見ですけど。 

○髙木部会長   

はい、どうぞ。 

○泉委員   

菫地区の泉です。区役所の方にちょっと質問なんですが、阪神・淡路大震災と東北のほ

うのまた震災等、日本、最近、近年に巨大地震を２回経験しているわけですよね。この地

震の折に避難された方々とか、また、被害にあった方々の困られた点とか、そういうデー

タをどのように集めて、どういうふうに御認識されてるのかというところを、ちょっと聞

かせていただきたいんです。というのは、その今のお話にあったように、もちろんその事

前の個人の啓蒙というのは必要でしょうし、震災が起きてから、どう対処するかというこ

とも必要でしょうし、また、その地震が起きるときに一番問題になってるのは、地震が起

きた後に物資が届けへんかったみたいな問題もありましたし、この辺のところで減災を通

して、何が困ってて、じゃあ今後大阪に起きたときにどないすんねやという、その２回の

震災を生かせるようなデータ、情報を集めてられるだろうと思うので、もし集めてられな

かったら、その辺のところでNPOさんとか何かどこかで集めてはるかもしれないんですけ

ど、その辺総合して、じゃあこれ行政としてはこういうことが困っていたとか、一般の人

はこういうこと困ってたとか、そういうことに対して改善して、何かを城東区でつくって

いく、大阪市でつくっていくということが必要なんじゃないかなと、今お話聞いていて思

ったんですけれども、もし仮にそういうことが集めれてないのであれば、今からでもいい

ので、情報、そういう情報を集めて、じゃあ、どういう対策をするのかということを考え

ていけばいいんじゃないかなと思うんですよ。実際、でも今は、今まで起こった地震と同

等の地震が来るとは限りませんし、それを超える超巨大地震が来ましたら、何をしてもあ

きませんので。でも、もし生き残った人たちに対して、どういうふうに行政が対処するか

ということも問題になってくると思うので、その辺のところを踏まえて、情報をどんなふ

うに集めてらっしゃるかということをお聞きしたいと思います。 

○渡邉課長   

城東区というよりも、大阪市全体で、今その防災計画の改正という形を進めていく中で、
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かなり細かく部会とかで検討やっているわけなんですけれども、その中で、今回の話にな

ると、大きく、ちょっと話がちょっとずれるかもしれませんけど、地震避難、堤防沈下に

伴う浸水被害というあたりが、これからすごく大きな城東区の話題になっていくのかなと

いうことで、土木構築物の耐震性の検討というような大きなハードの話とか、それは大阪

府の中の部会で検討する大きな話で、検討していくと、要は堤防をどうやって直していく

かという話、大きな話とか、あと避難、どういうふうにすぐ、さっき言ってた、すぐどう

やって逃げるかっていう話で、その近所で高所避難ビルを確保していこうというところで、

その情報をどんだけ早く伝えるかというようなことの検討とかもしてますし、さっきおっ

しゃったように実際に震災にあったときにはボランティアの動きがすごくうまく、スムー

ズにいかないということで、ボランティアの拠点をどういうふうに持っていくかという検

討もしてますし、あと女性の方なんかはいろいろ不自由なことがあったので、その辺は男

女共同参画の観点から、避難物資の配置とか、そういう形での検討ということで、またも

ちろん先ほども言いましたように要援護者、これから要援護者をどのようにしていくか、

そのための拠点として、どういうふうに持っていくかという個別の検討をそれぞれの部会

とかで、他都市の事例も見ながらやっていっておりますし、ちょっと時間、私はちょっと

勉強不足でこれというのはないんですけど、市全体で細かく分野に分かれて、検討を重ね

ながら、市全体の計画、またそれを踏まえた区全体の計画のほうに反映していきたいとい

うことで動いているところでございます。 

○髙木部会長   

泉委員それ、今のでよろしいですか。 

○長田課長代理 

 泉委員の分で、課長の分を補足させていただきます。まず、阪神・淡路大震災以降、大

阪市として取り組みなんですけれども、まず阪神・淡路大震災で被災された方の御意見等

を聞きまして、まず阪神・淡路での公助のほうですが、日ごろからそういう訓練とか、今、

松村委員のおっしゃったような、家庭内の防災設備等はされていないということが一つあ

りまして、大阪市として、まず取り入れたのが、防災リーダー、その次にボランティアの

活動、また、阪神・淡路のときはボランティアというのが大きくクローズアップされたん

ですけど、もう一つ後に、北陸のほうで起こったときに、ボランティアという活動、それ

で大阪市にはもともとボランティアというものがその当時計画になかったということ、そ

れと各避難所に備蓄物資を置き出したと、これはその当時、危機管理室というのもありま

せんので、その当時、市民局のほうがロッカーの中に簡単なストーブ類を置いていたとい

う形になっております。それと同時に３．１１までに、阪神・淡路から相当たつんですけ

れど、その間に区役所としましては、自助・共助ということで、家庭内の家具とかそうい

うものに対する、倒れないようにとかいう形のものはしとったんですけれども、だんだん

薄れてきたという形で、各家庭にもいろいろ冊子等は配らせていただいたんですけれど、

それもなくなってきたと。３．１１以降なんですけれど、それは大きく甚大な被害と、そ

して津波という形にもなってきましたので、それは今精査しているところですが、一番参

考とさせていただいているのは、要援護者をどのように助けていくか、それが水という一
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つのものが今までにない課題となりましたので、今それを精査しているという形になって

います。以上です。 

○髙木部会長   

はい。それと、今、地震の件でお話が出ておるんですが、私ども、先日役員会の席で水、

津波の場合はまず城東区のほうでは、学者によれば５０センチか７０センチぐらいだろう

と、津波が来ても。ということで、先ほど渡邉課長から言われたように、護岸、川の決壊の

ほうが怖いんじゃないかと、まして城東区は四方が川に、我々の放出のところは特に川に囲ま

れていますので、そういうところによって、学校に避難場所があるんですけれども、学校行く

までにこれは行けるんかどうかというのを心配で、幸いにも放出にはマンションが結構今建っ

ておりますので、そこの自治会長またその中から町会長が出ておられますので、その人らの了

解を得て、一般、平家の方々、この範囲はこのマンションへ避難しましょうと、ここはこのよ

うにという決めごとはしておりまして、今度２月の１３日地活のまた協議があるんですけれど

も、終わって早速放出校下においても、一般市民に周知していただきますように、新聞等を各

家庭に各戸に配らせていただいて、こういうようなことはこうしますという案内を放出として

は出そうかなというふうに決めておりますので、参考にしてください。ほか何かございません

か。 

○松村委員   

何度も申しわけないんですが、私、公募委員で住まいは城東区じゃないんです。事業所とい

うか、仕事の事業所が城東区にあるということで、公募委員やらせていただいているんですが、

それですごく感じることがあるんです。というのは、私の仕事は障がいを持っている人たちの

支援をする事業所にいるんですけど、そういうことで、事業所は事業所で障がい持ってる人た

ちの何かあったときの避難どうするのかということで、自分たちで避難訓練なんかもしてるん

です、この間、何回か。そのときに、その地域の人たちとのかかわり、連携というのは、やっ

ぱりなかなか難しいんですよ。やっぱり震災の起きたときには、当然事業所だけでその障がい

持つ、自分、私のほうの事業所でいうと７０人ぐらいの利用者さんおられますから、自分たち

だけの力でその全員を安全に避難させることが可能かどうかというと、なかなか難しいところ

があるんですよ。そういうときにやっぱり地域の人たちの支援をかりないと、どうしても難し

いんです。ですから、本来的にはその訓練やるときも地域の人たちと一緒に、それが、何がで

きて、何ができなくって、こんなことやったらできるよみたいな話をぜひぜひしたいんですけ

ど、なかなか事業所とそれから地域の近くの人たちとの連携が、なかなかこっちがとりたくて、

と思ってるんだけど、うまくできないんです。だからそういうところをちょっとこう行政の人

たちが間に入ってもらって、何か訓練やるのでも一緒にやれたらいいかなと、地域の人たちも

事業所はやっぱり避難するときの拠点にも使ってもらったらいいですし、そのためには、事業

所としてどんな役割を果たさなあかんのか、地域の人たちの意見もどんどんとあれば、よりお

互いにとってメリットがあるのかなということで、その辺なんかすごく地域は地域、事業所は

事業所みたいになってるので、そこをうまく接点を、行政が中心になって、何かうまくつくっ

てもらえたらなと、もちろん私らは私らで努力はするんですけど、その辺のちょっと連携とい

うのを、これから考えていかないといけないのかなと思うのが一つです。それともう一つ、こ
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こに図上訓練を地域ではやられてるというふうに、ここに前年度の実績のところにあるんです

けど、事業所でもぜひこれやりたいなと思うんですけど、なかなか図上訓練どうしたらいいの

かっていうときに、そのノウハウがなかなか事業所のほうはないんですよ。だから、この辺も

っとその地域にはきっと行政のほうからもいろいろ支援もあってやられてると思うので、事業

所関係のところにも、何かこうやるんだったらノウハウ伝授しに行きますよみたいなことなん

かも、ぜひ行政としてやってもらえたら、図上訓練というのはすごくこの簡単に、簡単にとい

うか、何人か集まったらできるし、実地でやる訓練よりもずっとずっと力、労力少なくて済む

し、効果はすごく大きいと思うので、それのぜひぜひもっと何か、いろんな事業所で、地域で

ももちろんそうなんですけど、いろんな事業所でそれがやれるような条件ができてきたら、も

っともっと区全体の防災意識というのが高まっていくのかというように思うんで、その辺のと

ころをちょっと行政の方々にも、何かお力をおかりできればええかなというふうに思ったりし

ています。 

○髙木部会長  

済みません、松村さん、どこの校区かだけ。 

○松村委員   

菫さんです。 

○髙木部会長  

そうですか、はい。 

○布施委員   

あの、松村さんね、城東区は障がい者の、障がい者と健常者との合同訓練は何回かやっては

るはずなんです。もう既にもう何回かは実施されてるはずですので、そこら辺も一遍聞いてみ

られてはいかがでしょうかね。 

○松村委員   

はい。 

○長田課長代理     

今のでちょっと補足させていただきます。どの事業所かちょっと私も御存じない、わかりま

せんけれど、今、布施委員のほうからも意見ありましたように、いろんなところで障がい者の

方と施設と訓練されたり、また、施設側のほうからも依頼がありまして、図上訓練等もやらせ

ていただいてますので、もしそういう形でされてないようでしたら、区のほうに一声かけてい

ただいたら、私どもなんぼでも行かせていただきますので、それと同時に今回委員さんのほう

から当初の区政会議のときにおっしゃられたように、障がい者の方と地域との合同訓練という

ことでおっしゃってましたので、その分につきましても、今施設運営委員会というのが立ち上

がって、動いてますので、そこらも話、うちのほう、区役所のほうもどんどん入っていって、

今年度の訓練進めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  

○松村委員   

いや、私も全然認識が不十分なところがたくさんあると思うんですけど、ただ、私もこの城

東区の自立支援協議会にかかわらせてもらってるんです。で、確かに私もまだかかわり始めて

２年、２年ちょっとなんで、だから５年、６年、７年前、そんなことされてたのも十分把握し
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切れてないところがあって、そういう意味ではちょっと認識不足なところがあって申しわけな

かったなと思うんですけど、ただここ二、三年で言うと、そういうのはされてないのは間違い

ないと思うんです。ただ、地域によって個別にやっておられるのかもしれないんですけど、城

東区の自立支援協議会として、何かどこかと一緒にやったというのは、ここ二、三年の間では

間違いなくなかったと思うので、やること、あったなかったという話をするところじゃないの

で、あればええことなんで、それをもっともっと日常的に進めていければよりいいかなという

ことなんで、本当にもしもそれがやれてるんだったら、もっともっと活発にやったらいいんだ

けど、そやからその図上訓練なんかでも、やってはりますよって言うてはるんですけど、区さ

んとしてはそうなんだろうけど、一般の事業所のとこまで、それがどこまで浸透してるのかっ

ていったら、僕なんかは今その話聞いたのは、事業所でもやっておられるとこあるのかな、そ

れはまあ僕らのとこはやってないから、それで実際に、そんな言うたら来てくれるっていうの

は全然知らなかったもんですから、それはそういうのが知られてないというのがまだまだ実態

なので、それはやっぱりどんなふうに、いろんなことやってはると思うんですけど、それをど

んだけ一般の区民まで知らせていくか、徹底をしていくか、この辺の宣伝という意味では、や

っぱり不十分なのかなという話を思ったので、やってはることを否定するつもりは全然ないの

で、ぜひぜひそれをもっともっと広く本当に隅々まで知れ渡るような、何か取り組みもぜひ一

緒に力を入れていってほしいなと思うんです。はい。 

○仲里委員    

鯰江ですけど、実はきのう災害訓練、図上訓練をやりまして、鯰江で、そういうお話も

出まして、今度はマップをつくる、つくりたかったと。そこに企業の参加も促していこう

と、いろいろなその企業だけじゃなしに、一般の商店とか、いろんなものを少量でも備蓄

していただけるところないか、それも町歩きをして、やっていこうときのう決めたところ

なんです。ですから、これから進めていきますので、地域では多分、私どもとこじゃなし

に、ほかでもやっておられると思うんですけれども、決してやってないんじゃないんです。

障がい者の方も含めて、去年うちは小学校で訓練しまして、１，２００名ほど小学校と幼

稚園、地域、それから中学生も交えまして、やりましたんですけど、それは大変なことは

大変なんですけど、どういう形になるかなと、今までは防災リーダーだけの訓練もずっと

やってきましたけど、それはちょっとそれなりに、それ大事なことですけど、実際にじゃ

あ何か津波とかそういうの、地震とか起きた場合には、どっと押し寄せてくるわけですよ、

学校の避難場所に。実際に一遍やってみようということでやりました。約１，２００名超

えましたけどね。そら大変なんですよ、人数は。せやけど、実際に地震が起きた場合は、

その程度の避難者では済まないと私は思っています。もっともっとたくさん押し寄せるん

じゃないかなと思ってますので、うちの防災部長には、これでいけたからいいんじゃない

よと、もう少し検討してくれという話をしておりますので、ぜひ、ほかの皆さんもやって

おられるとは思いますけど、そういうことで、こういうのを取り入れていただきたいなと、

ちょっとそういうふうに思います。よろしくお願いします。 

○髙木部会長   

ほかに、はい。 
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○泉委員   

今ちょっとお話伺ってて思ってたんですけど、菫、うちの地域なんですけど、もちろん

防災訓練もやってますけれども、ちょっと観点違うかもしれないんですけど、先日アクシ

ョンプランのほうで、障がい者の方と小学生の方とコラボで行事をしたんですけれども、

ただ、一緒にやっているというだけで、連携はないんですね。連携はないんです。その行

事に関してね。だから、障がい者さん一緒に来てはるという感じだけなんですね。結局、

だから、うちがもし仮にこういう、そういうことを一緒にやりましょうと言うたところで、

来て一緒に訓練をやってるだけでは、いざ何かやったときに、誰がじゃあそこに支援に入

るのみたいな、そういうことってちょっと考えていかんと、地域としても考えていかんと

あかんのですけれども、じゃあ一体どこの人が考えるのか、ちょっと私はわからないんで

すね。アクションプランで考えるのか、町会で考えるのか、行政で考えるのか。そういう

例えば菫で言えば防犯部長さんが集まってみんな助けに行きはるのか、そういう具体的な

連携の部分というのは、どう手を入れていっていいかわからないんですね。その辺のとこ

ろを行政さんのほうで指導していただいて、連携したら、その事業所の皆さん、その障が

い者の施設だけじゃなくって、もちろんケアセンターの、一般の介護施設の人もいっぱい

その動かれへん人を抱えてはるのは一緒なので、その辺のところも含めて、やっぱりこれ

から考えていかなあかんの違うかなと、お話伺っててちょっと思いました。 

○髙木部会長   

はい、どうぞ。 

○布施委員   

布施ですけれども、やっぱり今いろんな意見出てるんですけども、最終的にはやっぱり

きずなやと思うんですよね。だから、顔見知りになる、話しかけるというふうなことで、

まず私は一番でね、地域の挨拶というふうなことを重要視していくと、何もしゃべらない

ことよりもしゃべったほうで、あの人どこかのお母さんやな、というふうなことがわかっ

てくるんで、それはいろんなところで実験的にやったんですけど、やっぱりそういうふう

にして、挨拶を交わすということは、非常に地域力が高くなっていくというふうなことは

実感しております。防犯にもこれつながるんですけれども、青山町のほうだったんですけ

ども、ここのある一つの村に行きますと、駅の前に「挨拶しましょう」という表示があっ

たんです。その地域の人に聞くと、見ず知らずの人が来はっても、こんにちは、こんばん

は、おはようございますという、声出しによって、何かしようかなと思ってる人でもでき

なくなってくると、そういうふうなことで、気軽に、金もかからないし、ただ言葉を発す

るだけで、そういうふうなことが抑制されるんであれば、そういうふうなことを進めてい

けば、きずなをつくっていく上にはよろしいんじゃないかなと思います。それともう一つ

お聞かせしたいんですけれども、事業所さんとの連携ですけれども、事業所さんにはどう

いうふうなことを求められて、どういうふうな支援をお願いするんでしょうか。ここら辺

がよくわからないんで、どう答えて、どういうふうな審議したらいいのか、答を出してい

けばいいのかいうのがわからへんのですけれども。 

○渡邉課長   
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まず、これからなんですけれどもね、事業所さんの支援の仕方いろいろあるかと思うん

ですが、今、例えば津波であったら、３階以上に避難させてもらえる場所を提供してもら

えるのかとか、また、既にマップづくりの中でやってはりますけども、そういう工具とか、

大きなそんなのも、そういう機器を持ってるところが、作業的に置かせてもらえるのかと

か、地域のマップづくりの中で、そういった協力できるところを募ったりとか、それぞれ

の事業所さんでの防犯、防災の力を持ってるところがたくさんありますし、なんか物資を

提供してもらえるとか、場所をあけてもらえるだとか、そんな形がいろいろあるかと思い

ますので、そういうちょっとその枠、プラットホームですか、そういうものをまたこれで、

区で考えていっていきたいなと思っております。 

○末永副区長   

市の防災会議が１５日にあったわけで、ちょっとその資料で、大阪市、実は今までは大

体各委員の皆さんから御意見とか言われてる中で、まず条例、まず考え方ですね、考え方

のほうがあろうかと思うんですけども、方向性、方向性という、これをちょっと１枚めく

っていただきますと、大阪市が目指す方向性というふうに書かれてありまして、災害が起

こる瞬間、起こった直後に行政が避難などを支援する公助には限界があるということで、

市民の命、財産をみずから守るため、個々が自立する自助とともに、救助、避難など個々

が連携する体制、共助を含め、ふだんから災害に備え、災害時にそれぞれが役割を果たす

ことにより、結果として防災・減災につなげる仕組みをつくっていきたい。先ほどからお

話されているように、やはりみずからのことはみずから守っていただくということで、た

だそのための仕組みをつくっていこうじゃないかということで、今回、条例化をしていこ

うじゃないかということで、もう一部のほうで、防災・減災条例の（仮称）についてとい

うことで、これもちょっと１枚めくっていただきますと、その次のページですね、その次

のページに、表になってる部分で、大阪市、市民、昼間市民、事業者等の責務と役割とい

うところがあろうかと思います。左端に項目があって、計画とか自主防災とか、いろいろ

項目あるんですけど、これが先ほど言われた過去の震災から学んだことで、こういったこ

とに力を入れていかなければならないだろう。ただ、それには公助の部分と自助・共助の

部分があるのではないかと、こういった役割分担を果たしていくんじゃないか、ここには

その事業者としてどういったことをすべきなのかというふうなことも、今後考えられる、

先ほどちょっと御紹介しましたけれども、事業者のほうでは、防災訓練、事業者としても

防災訓練をしていただきたいですし、また、備蓄の物資なんかもお願いしたいし、事業所

等における非常用発電設備なんかも活用させていただきたい。そういったことを事業所な

らでは、できるならではのこともあるんじゃないかということで、ここにこういったこと

を今後、大阪市としては条例化をしていきたいということを考えていることを、ちょっと

御紹介だけさせていただきます。 

○髙木部会長   

はい、ありがとうございます。ちょっとやっぱりあの行政に頼るいうんじゃないけど、

地域でもやっぱり企業のほうに話したり、やることが大事じゃないかなと思うんです。私

はそう思うんですけど、なるほど行政にも企業には話しかけてはいただかなければならな
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いと思うんですが、やっぱり、一番身近は地域なんで、地域の中にどういう企業があると

いうことは把握されてますので、各連長さんなりが、だからそこでやっぱりコミュニケー

ションをとって、いわゆる挨拶から始まって、きずなというものを大事にしていかなけれ

ばいけないかなと思っております。以上どうぞ。 

○細井区長   

済みません。ちょっと先ほど冒頭に御挨拶の中にありましたように、きのう地域まちづ

くり部会があったんですが、中身は地域防災部会になっておりまして、いろんなことを防

災について、きのうも議論を深めております。今、城東区としてやってることを、とりあ

えず全部ペーパーにしてお配りしようということになりました。それを見ていただいて、

もっとこんなことしてほしいとか、こういうことがあればいいんじゃないとか、そういう

ことを、元になるロジックみたいなものをお出しして、それを論点にどんどん進めていけ

ば、より膨らんだいいものになるのではないのかなということで、きのう、一昨日だった

かな、だからきょうまだ２日後なんで作成中なんですけれども、かなり拠点をふやしたり

とか、備蓄の物資、ちょっと先ほど副区長からも話があったように、大阪市の地域防災計

画にも出席させていただいてたんですけれども、ここで甲南女子の名誉教授の奥田さんと

いう方がおっしゃったのは、本当に今までは７２時間だったけれども、南海トラフ巨大大

地震は１週間と思っておいてねと、それはなぜかって言ったら、１週間分ぐらい物資が来

れないような大震災が起こると想定されている。じゃあもう全然自分たちで、こちらの区

役所のほうもできる限りの備蓄は行っていくんですけれども、やはり自分たちでも行って

もらいたいということと、じゃあ全然行ってない人の、マンションの人が、済みません言

うたら、水もがばっと持っていかはるとか、そういった面でやはり多い目多い目のまず備

蓄物資をお願いしたいなということと、そしてかなりの、みんなで頑張って、何とか命あ

ったなあって、小学校に逃げたなあっていうときに、すごい人数になるので、本当にチェ

ックしてこんな非常食、こんなんでは間に合わないので、こんな大きな釜を用意して、炊

いて、その炊く燃料と、そういうのを用意されてますかっていうことをおっしゃったんで

すね。ああ、なるほどなと思って、そういうことも含めて、区としてどんどん拠点を広げ

ていきながら、物資もふやしていく。また、浸水が２メートル弱と言われておりますので、

それに対してのライフジャケットとか、業務用のコードとか、そういうのもふやしていけ

たらなと思っております。また、ペーパーにしてお出しさせていただきますので、よろし

くお願い申し上げます。 

○髙木部会長   

ほかにございませんか。なければそろそろ時間も、はい、どうぞ。 

○布施委員   

済みません、家庭内の自分らの身を防ぐためというふうなことを言ったんですけども、

城東区には幸い日本一の鋼製家具メーカーさんがございます。城東区は昔からこの鋼製家

具いうのが強い地域ですので、こういうふうなところと、連携しもって、そういうふうな

ものをつくれる下地は十分あると思うんですよね。そういうふうなことを城東区は特に他

の区に取ってかわるだけのものができる、これが城東区の一つの新しい試みとしてやられ
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る、やることもできると思うんですよ。そういうふうなことをやりもって、皆さんでそう

いうふうな意識を高めていくというふうなことは、やっていってもいいんじゃないかなと

思うんですけれども。 

○松村委員   

松村です。最後に一つだけ。震災があって、その後どうするかというときに、障がいの

ある人たちが一番心配するのは、やっぱり医療の問題なんですよ。もちろん、医師、医師

会の人は医師会の人で、何かあったときにどうするのかということで、いろいろ考えても

らってると思うんですけど、私らも自分らでその避難訓練やったときに、やっぱりその酸

素吸入しておられる人とか、それからいろんな持病を持ってはりますから、常に薬は絶や

せない人もいてはります。そういうときに、やっぱりその医療、お医者さんのケアがある

のかないのかというのは、そばにいてもらえるだけでもすごく大きな支えになるので、や

っぱりそのお医者さんと、それからその私たちというか、何かその辺のこう、事前に、こ

うなったときにはこんなんできるよみたいな、何かその医師会さんとのその協議の場とい

うか、話し合い、話し合いの場までいかないのかな、何かその医療体制できちっとそれな

りに大丈夫ですよみたいなもんを示してもらえると、すごく安心やなというのがあるので、

そのこれはもう一般の人も含めてそうやと思うんですけど、医療の問題をどうするのかと

いうのは、もう一つまた具体的に絵が描けたら、もっと安心かなというふうに思ったりし

ています。 

○渡邉課長   

済みません。今、城東区の医師会と、それから城東消防署と、区役所のほうで連携協定

ということを結んでまして、いざといったときにばらばらではなくって、一緒に力を合わ

せてやっていくということで、おっしゃるとおりいろんなパターンが示されます。医師会

の方というのは多分、各医院は壁が崩れて仕事できないだろうということで、まずどこか

の病院に集まって、そこで救援活動するんだろうなと、またその落ちついてきたら、避難

所を巡回して回っていかないかんやろうなと、というようなことで、お医者さんはボラン

ティアとしてですとか、いろいろ大変ですけども、そういうことでいろいろ考えてますの

で、そういう中で、高齢者施設とか、障がい者施設とか、そういうおっしゃるように普通

のとこよりニーズが高いということもありますでしょうから、そこをまた連携の中で進め

ていければなと思っております。 

○本田署長   

関係者ですので、あんまりしゃべったらいかんということで、まとめでもなんでもない

ですが、僕非常にいい機会をいただいてるなという思いがします。本当に各委員の方の、

本当にきずなが大事であるとか、地域の挨拶が大事であると、もうそこに尽きるんだと思

います。東北で、この大阪の事例が悪いと言うてるんじゃないです。やっぱりここまで踏

み切らなあかんのかなと、大都市はこうなのかなという、非常に怖いと言いますか、寂し

いなと思います。釜石の奇跡もそうですし、皆さんが地域のつながりがあって、小学生の

授業にももう常におじいちゃん、おばあちゃんの家まで行って、ここ、おじいちゃん危な

いよとか、そういうのを見てますと、それは大都市がゆえの誇りもあるんですが、震災に
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弱いのかなというのが、もうつくづく思います。で、各委員の方も本当だと思います。僕

はこれで私の目標管理とかいろんなこともやし、事業所を取り込んでやらなあかんと、地

域の訓練なんてそんなもんじゃあかんということを、僕も現場の人間ですから、そのよう

なことを言ってて、今、松村委員の、もう目からウロコでしたが、そういう事業所かて、

何でその消防の僕が言ってること、声が聞こえないのかなというのを、やっぱり我々のや

り方が悪いんだなと今思いました。もっと足を運んで、その事業所１軒１軒、今のすごい

アイデアがあるのは、消防訓練は絶対事業所はされるわけですね、規模によりますけど。

そういうときに、もうこのこと、震災の訓練までどうですか、というようなことを明日す

ぐ言おうと思います。これだけしてこいと。消防訓練があるなら、それだけ事業所の方が

避難訓練が具体的にどうしてほしいというような、そういうことを我々情報を持ってるわ

けですから、その訓練をやらなきゃいかんというてるのに、今、やりたいのにできないと

いう、この違いは我々の本当に行政のやり方をもう一度一から考えなあかんのかなという、

消防行政も考えないかんのかなというのを、本当に今、切に思っております。ごもっとも

だと思いますけれども、布施さんのお言葉は心にしみました。本当に挨拶一つから、きず

な一つから、本当に地域はよくなるなというふうに思います。それがなかったら人なんて

助けられない。この事業所に誰々が行ってくれ、この人はスーパーマンだから１００人助

けてくれ、その人がおらんかったらこの１００人は終わりか、そうじゃないんですよ。み

んな助けるんです。あったとき、自分が生きてたら隣を助けるんです。そういうのをすご

い見てきました。その中で一番そういうことができないときに、行政のおまえら消防は命

をかけてやれと、こういうのが我々の仕事なんです。どうかその辺は渡邉課長とも常に議

論をしてるんですが、区役所のほうはそういう形でそういうとこ行かない。我々は大災害が起

こったとき、全国挙げても足らない。全国から応援に来てもらっても、何万人来てもらっても

足りない。こういう世界なんです。だけどそんなとき頼るのは区民の皆さん方は、区役所の渡

邉課長のところが、足を運んで、いろんなことをしてということを、今もうまさに一体となっ

てやっておりますので、どうか行政のわからんとこを教えてください。ありがとうございまし

た。 

○高木部会長   

本田署長ありがとうございました。そろそろ時間もまいりましたので、本日御発言いた

だきました内容は、事務局にまとめさせた上で、今後開く本会議上で報告してまいりたい

と存じますので、よろしゅうございますか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○高木部会長   

はい。それでは、議員の御助言、ホンダ議員いただけますか。 

○ホンダ議員   

きょうも寒い中お疲れさまでした。御助言とかおこがましくてできないですが、本当、

さっき本田署長がまとめられたとおり、いい会議を皆さん議論されてるかなと思います。

なかなか地域のこと頑張ってくださっている連長さんたちと、そのそれ以外の方たちが交

わる機会というのはなかなか地区を越えてというのはないと思うんですけども、いろんな
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地区のその成功事例とか、今からやっていこうとされてる事例がお聞きできたことが私に

とってもきょうはとてもいい学びとなりました。服部会長が行政として啓蒙ツールを、パ

ンフレットとかをつくってほしいとおっしゃったのは区役所が手がけて２日前から考えて

いるということも、何かきょう行政と地域がつながったなということもすごく感じました

ので、今後とも城東区全域の防犯、安全、防災について、皆さんと議論できたらなと思い

ます。本当にきょうはありがとうございました。 

○高木部会長   

ホンダ議員、御助言ありがとうございました。本日の議題は終了いたしました。皆様、

活発な御意見、ありがとうございます。それでは、最後事務局、よろしくお願いいたしま

す。 

○安倍課長   

はい。高木部会長、服部副部会長、どうもありがとうございました。それでは私のほう

から、最後に事務連絡をさせていただきたいと思います。さきの区政会議でいただきまし

た御意見と、本日いただきました貴重な御意見を踏まえまして、区政運営方針をつくることと

いたします。そして次の２月５日の開催いたします本会で「平成２６年度城東区運営方針

（案）」として、皆さんにお示しさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。

また、本日のこのお示しいたしております資料の最後にアンケートをつけさせていただいてお

りますので、アンケートへの御協力のほう、よろしくお願いしたいと思います。なお、お時間

のない方につきましては、このアンケート用紙、後日ファックスで区役所のほうへ御返信いた

だきましたら幸いというふうに思っております。長時間にわたりまして、御議論いただきまし

て、ありがとうございました。お疲れさまでございました。お気をつけてお帰りくださいませ。 

 

閉会 ２１時００分 


